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議事録 
2026.1.31 記 高田 

臨時幹部会議 
 
日 時：令和８年１月２５日（日） 16：35〜19：50 
場 所：神奈川県立武道館  
出 席：野⾒⼭会⻑、佐藤副会⻑、吉村副会⻑、⼩⼭副会⻑、松原副会⻑、⾶知和副会⻑、髙野副会⻑、

伊藤専務理事、滝澤監事 
事務局：中島事務局⻑、高田副事務局⻑ 
欠 席：上野副会⻑、吉野監事 
 
１．開 会 
２．会⻑挨拶 

・会⻑より、本日の主要議題である「庁舎管理（事務所）に関する重要事項」について、 
早急に共通認識を持つ必要があるため、臨時幹部会を開催した旨の説明があった。 
 

３．議 題 
１） 庁舎管理（事務所）について 

 庁舎管理につき、現在の契約事項において改訂すべきところがあること、また今後事務所につきど
のように考えるべき議論をおこなった。 

 
２）世界大会寄付金に関して 

【審議概要】 
世界大会（第 20 回）開催に伴い、全日本剣道連盟より都道府県剣道連盟に対し寄付協力の依頼

があった件について検討した。 
 

【決定事項】 
  検討事項内容を次の、理事･事務局⻑会議において提案し、決議を得る。 

 
３）登録料の変更に関して 

【審議概要】 
全日本剣道連盟通達の登録料改定および関連する事項について検討した。 

 
【確認事項・留意事項】 
 * 幹部会議における検討結果につき理事会に提案し､決議を得る。 

* 猶、本改定により、会員個人の負担が増加することから、支部および会員に対し、改定理由・内
容を丁寧に説明する。 

 
４）ハラスメント対策について 

今後ともハラスメント対策、発生防止策として、講習会・研修会・合同稽古等の冒頭におい会⻑ま 
たは倫理委員会委員⻑よりハラスメント防止に関する注意喚起を継続的に行う。 
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５）県スポーツ協会理事候補者の推薦について 

【報告事項】 
県スポーツ協会より、各加盟団体に対し理事候補者の推薦依頼があった旨の報告がなされた。 

【決定事項】 
県スポーツ協会の理事候補者に関する要望を踏まえ、佐藤まり子氏を推薦することを決定した。 

【今後の対応】 
県剣道連盟として、所定の手続きに従い、県スポーツ協会へ推薦書を提出する。 

 
６）称号審査会について 

【報告事項】 
1. 称号審査会の開催について 
   * 令和 8 年 2 月 7 日に称号審査会を実施する。 
   * 主催は本部とする。 
2. 現行運用の課題について 
   * これまでの称号審査会では、剣道形・審判法を形式的に実施し、ほぼ全員合格としてきた。 
   * 論文指導が午後に単独で行われ、審査との一体性が十分でなかった。 

 
【決定事項】 

1.審査方法の変更について 
   * 称号審査は、 
    ①座学（論文指導） 
    ②剣道形 
    ③審判法 
    の三項目を一体として実施・評価する方式に変更する。 
2. 審査進行の順序について 
   * 冒頭に全受審者を対象とした座学を実施し、論文の書き方について指導する。 
   * その後、剣道形、審判法を実施する。 
3. 剣道形の評価基準について 
   * 剣道形については、錬士・教士として不適切と判断される場合、不合格とし、当日残って講習

を受けることを条件に合格とする。 
   * 従来の無条件で「全員合格」の運用は⾒直す。 
   * そのため、終了時刻は全員一律 15 時解散とならない可能性がある。 
4. 実施内容の詳細について 
   * 錬士・教士ともに、剣道形は打太刀・仕太刀の双方を実施する。 
   * 審査員は、不適切と判断した箇所を記録し、受審者に終了後の講習時に具体的に指導する。 
5. 時間配分の調整について 
   * 説明時間を簡略化し、実施中心の進行とすることで全体の時間短縮を図る。 
   * 合同稽古については、進行状況により時間を短縮する場合がある。 
6.その他研修の扱いについて 
   * 今回の称号審査会では、心肺蘇生法等の医療系研修は実施しない。 
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7．年度途中ではあるが、次年度実施方法、剣道形の重要性に鑑み、各部門指導者となる称号受審者
にも、意識向上をはかることから実施することとした。 

 
【今後の対応】 

* 審査方法の変更点については、審査委員⻑に事前に説明し、共通理解を図る。 
* 受審者に対しては、審査開始時に評価基準および運用変更点を明確に説明する。 

 
７）一般稽古師範および助手の体制・報酬について 

【報告事項】 
1. 一般稽古師範の担当変更について 
   * 師範の交代(年齢による)の報告があった 
2. 一般稽古および剣道教室講師、助手謝金、指導者に選任等に検討された 
 

【決定事項】 
1． 武道館師範および助手の推薦・年齢・段位等に関する規約または内規を整備する。 
2．本件は「令和 8 年度の一般稽古師範・助手体制および報酬の⾒直し」「関連規約の整備」を理事

会案件として提案することを決定した。 
 
４．その他 
  運営に関する事項につき議論があった 
 
５．開 会 


